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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年4月22日(2010.4.22)

【公開番号】特開2007-288173(P2007-288173A)
【公開日】平成19年11月1日(2007.11.1)
【年通号数】公開・登録公報2007-042
【出願番号】特願2007-71920(P2007-71920)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1368   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/20    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２０　
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２７Ｇ
   Ｇ０２Ｆ   1/1368  　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月10日(2010.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に複数の結晶粒で構成された半導体膜であって、
　前記半導体膜の第１の面において、結晶の面方位は、±１０°の角度揺らぎの範囲内に
おいて＜００１＞方位が６割以上１０割未満であり、
　前記半導体膜の第２の面において、結晶の面方位は、±１０°の角度揺らぎの範囲内に
おいて＜００１＞、＜１０１＞、＜２０１＞、＜３０１＞、＜４０１＞、＜５０１＞又は
＜６０１＞のいずれかの方位が６割以上１０割未満であり、
　前記半導体膜の第３の面において、結晶の面方位は、±１０°の角度揺らぎの範囲内に
おいて＜００１＞、＜１０１＞、＜２０１＞、＜３０１＞、＜４０１＞、＜５０１＞又は
＜６０１＞のいずれかの方位が６割以上１０割未満であり、
　前記半導体膜の前記第１の面は、前記基板の表面に垂直な方向を第１方向とし、前記第
１方向が法線ベクトルとなる面であり、
　前記半導体膜の前記第２の面は、前記基板の表面に平行であり、かつ結晶成長方向に平
行な方向を第２の方向とし、前記第２の方向が法線ベクトルとなる面であり、
　前記半導体膜の前記第３の面は、前記基板の表面に平行であり、かつ結晶成長方向に垂
直な方向を第３の方向とし、前記第３の方向が法線ベクトルとなる面であることを特徴と
する結晶性半導体膜。
【請求項２】
　基板上に複数の結晶粒で構成された半導体膜であって、
　前記半導体膜の第１の面において、結晶の面方位は、±１０°の角度揺らぎの範囲内に
おいて＜００１＞方位が６割以上１０割未満であり、
　前記半導体膜の第２の面において、結晶の面方位は、±１０°の角度揺らぎの範囲内に
おいて＜ｘ０１＞（ｘ＝０、１、２、３、４、５、６）の方位が６割以上１０割未満であ
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り、
　前記半導体膜の第３の面において、結晶の面方位は、±１０°の角度揺らぎの範囲内に
おいて＜ｘ０１＞（ｘ＝０、１、２、３、４、５、６）の方位が６割以上１０割未満であ
り、
　前記半導体膜の前記第１の面は、前記基板の表面に垂直な方向を第１方向とし、前記第
１方向が法線ベクトルとなる面であり、
　前記半導体膜の前記第２の面は、前記基板の表面に平行であり、かつ結晶成長方向に平
行な方向を第２の方向とし、前記第２の方向が法線ベクトルとなる面であり、
　前記半導体膜の前記第３の面は、前記基板の表面に平行であり、かつ結晶成長方向に垂
直な方向を第３の方向とし、前記第３の方向が法線ベクトルとなる面であることを特徴と
する結晶性半導体膜。
【請求項３】
　前記半導体膜の結晶粒の大きさは、幅が０．１～１０μｍ、長さが５～５０μｍである
請求項１または２に記載の結晶性半導体膜。
【請求項４】
　前記半導体膜の半導体はＳｉ又はＳｉ1-xＧｅx（０＜ｘ＜０．１）である請求項１ない
し３のいずれか１項に記載の結晶性半導体膜。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の前記結晶性半導体膜を備える半導体素子を有
することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　前記半導体素子は、薄膜トランジスタ、ダイオード、抵抗素子、容量素子、ＣＣＤ、又
は光電変換素子である請求項５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　基板上に絶縁膜を形成し、
　前記絶縁膜上に非晶質半導体膜を形成し、
　前記非晶質半導体膜上に、膜厚が２００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下、酸素を１０ａｔｏ
ｍｉｃ％以下含み、且つ珪素に対する窒素の組成比が１．３以上１．５以下である窒化珪
素膜を形成し、
　前記窒化珪素膜を透過する連続発振のレーザ光又は繰り返し周波数が１０ＭＨｚ以上の
レーザ光を前記非晶質半導体膜に照射して前記非晶質半導体膜を溶融させた後結晶化する
ことを特徴とする結晶性半導体膜の作製方法。
【請求項８】
　前記窒化珪素膜は、ＳｉＨ4、ＮＨ3及びＮ2Ｏを含有する雰囲気中でプラズマＣＶＤ法
により形成されるものである請求項７に記載の結晶性半導体膜の作製方法。
【請求項９】
　前記窒化珪素膜は、ＳｉＨ4及びＮＨ3を含有する雰囲気中でプラズマＣＶＤ法により形
成されるものである請求項７に記載の結晶性半導体膜の作製方法。
【請求項１０】
　前記非晶質半導体膜の膜厚は２０ｎｍ以上８０ｎｍ以下である請求項７ないし９のいず
れか１項に記載の結晶性半導体膜の作製方法。
【請求項１１】
　前記連続発振のレーザ光又は繰り返し周波数が１０ＭＨｚ以上のレーザ光は、前記非晶
質半導体膜に吸収される波長である請求項７ないし１０のいずれか１項に記載の結晶性半
導体膜の作製方法。
【請求項１２】
　請求項７ないし１１のいずれか１項において、
　前記結晶化された半導体膜が第１の面ないし第３の面を有し、
　前記第１の面において、結晶の面方位は、±１０°の角度揺らぎの範囲内において＜０
０１＞方位が６割以上１０割未満であり、
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　前記第２の面において、結晶の面方位は、±１０°の角度揺らぎの範囲内において＜０
０１＞、＜１０１＞、＜２０１＞、＜３０１＞、＜４０１＞、＜５０１＞又は＜６０１＞
のいずれかの方位が６割以上１０割未満であり、
　前記第３の面において、結晶の面方位は、±１０°の角度揺らぎの範囲内において＜０
０１＞、＜１０１＞、＜２０１＞、＜３０１＞、＜４０１＞、＜５０１＞又は＜６０１＞
のいずれかの方位が６割以上１０割未満であり、
　前記第１の面は、前記基板の表面に垂直な方向を第１方向とし、前記第１方向が法線ベ
クトルとなる面であり、
　前記第２の面は、前記基板の表面に平行であり、かつ結晶成長方向に平行な方向を第２
の方向とし、前記第２の方向が法線ベクトルとなる面であり、
　前記第３の面は、前記基板の表面に平行であり、かつ結晶成長方向に垂直な方向を第３
の方向とし、前記第３の方向が法線ベクトルとなる面であることを特徴とする結晶性半導
体膜の作製方法。
【請求項１３】
　請求項７ないし１２のいずれか１項に記載の前記結晶性半導体膜を用いて半導体素子を
形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
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